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京都東山キャンパスフロアマップ
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　研究活動における不正行為について

　近年、社会における情報拡散のスピード化、デジタル化やネットワーク化など急激な環境の変
化が進むにつれ、大学内で行われる研究活動においても作品やレポート制作のプロセス、手法や
その利用法も変化しつつあります。インターネットや SNS の普及が進み、様々な情報を多くの
人が簡単にチェックできるようになった結果、研究不正に対する目はこれまで以上に厳しくなっ
ています。
　まず、大学 での学びは、研究活動であるということ、そして研究活動におけるルールを十分
に理解・遵守し、自覚と責任をもって大学での学びに臨んでください。
　京都美術工芸大学では、自覚と責任ある研究活動の実現とそのための環境づくりを推進してい
ます。
　それは、普段の授業でのレポート・課題制作・卒業論文の作成なども対象となります。

研究活動における不正行為とは…

盗用・剽窃
盗用とは…他人の作品をそのまま自分のものと偽ることです。
剽窃（ひょうせつ）とは…他人の著作から，部分的に文章，語句などを盗み，
自作の文章の中に自分のものとして用いること。
　例： レポートや論文の文中に他人のアイデアや論文、データ、用語につ

いて、引用表記や典拠を示さずに引用し、提出することは剽窃（ひょ
うせつ）にあたります。

捏造
存在しないデータ、研究成果などを故意に作り上げることです。
　例： 実施していないアンケートの回答を作成したり、実施していない調

査のデータを作成したりすることです。

改　ざん
研究資料の内容、過程を変更する操作を行い、文書や記録の全部または一
部が、不正な手段や手続き、本来許されないタイミングで内容が変更、上
書きされることを指します。故意はもちろんのこと過失の場合も含まれ、
悪意の有無を問いません。パソコンの誤操作等の事故による意図的でない
変更は「改ざん」にあたります。
　例：方法や材料について事実とは異なる報告をすることです。

二重投稿
同一の論文や作品を、複数の公募先に応募する行為を指します。
二重投稿が発覚した場合、論文では社会的に重い制裁が課せられ、作品で
はその作品の入賞・入選が取り消されることがあります。
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